福祉有償運送事業について

運送の区域
運送の区域は、運営協議会の協議が調った市町村を単位とし、旅客の運送の発地又は着地のいずれかが運送の区域内にあることが必要です。

使用できる自動車の種類
福祉有償運送で使用できる自動車の種類は、乗車定員11人未満の自家用自動車（軽自動車を含む）で、特殊な設備や装置を設けた福祉自動車またはセダン型になります。運送しようとする旅客に合わせて福祉自動車の導入が必要となります。

旅客の範囲
介護保険の要介護者・要支援者、身体障がい者及びその他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、学習障がいのある方で、単独では公共交通機関を利用することが困難な方であり、運送時には会員登録されていることが必要となります。

その他必要事項
· 運営協議会で協議が調っていること。
· 運転者が普通第二種運転免許を受けている、もしくは普通第一種運転免許を受けている場合、その効力が過去2年以内において停止されておらず、国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
· 運行管理責任者の選任、及び運行管理体制が整備されていること。
· 対人8,000万円、対物200万円以上の任意保険等損害賠償措置を講じていること。
· 旅客から収受する対価（運送の対価、運送の対価以外の対価）が、適切な実費に基づく営利に至らない範囲で定められていること。
(注釈)運送の対価＝運送サービスの利用に対する対価。
 運送の対価以外の対価＝実費の範囲内として定められた、運送サービスに付随して提供される役務費や設備利用費等。
【詳細については『福祉有償運送ガイドブック（平成20年3月 国土交通省自動車交通局旅客課発行）』をご覧ください。】
